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　職員の働き方改革の推進、デジタル化の進展、町
民ニーズの多様化などを背景に、適切かつ円滑な窓
口業務や、組織の生産性向上を図ることを目的とし
て、令和７年12月1日（月）から、庁舎等の窓口お
よび電話の受付時間の変更を行います。ご理解、ご
協力をお願いします。

　変更後の開庁時間　

【変更後】午前９時00分から午後5時00分まで
【変更前】午前８時30分から午後5時15分まで
　※町職員の勤務時間は従前のとおりです。
　開庁時間変更の対象施設　
　・役場本庁舎　　
　・秦荘支所
　・３地域総合センター（川久保/山川原/長塚）
　・愛知川公民館（町民センター含む）
　電話の受付　
　開庁時間以外の各所属への直通電話は、基本的に
音声案内となります。
※�開庁時間以外で緊急の場合は、
　代表電話（☎�0749ー42ー4111）で対応します。

問�経営戦略課　☎0749ー42ー7680

７月よりスタートさせた健康推進員養成講座は12月で終了となります。
今回は、その養成講座の様子を少しだけご報告します‼︎

問�健康推進課　☎0749ー42ー4887

�　児童福祉部会では『子育て支援拠点活動』を行っています。町
内の子ども・子育てにかかわる施設を訪問し、行事のお手伝いをさ
せていただきながら子どもたちと交流して、今の子どもたちの状
況を知ったり、子育ての課題を実感したりして意義のある活動で
す。町内の子育て支援センターや幼稚園・保育園の夏祭りのお手伝

い、ジャガイモ掘り、カレー作り、七夕
飾り作り、夕涼み会等のお手伝いで交流
し、子どもたちから元気をたくさんもら
いました。特に直近のつくし保育園での
「びんてまり作り」のお手伝いでは、愛荘
町の伝統工芸に幼いころから触れる機会を
作っておられる取り組みに感動しました。
　また、部会独自での研修では、委員それぞれの得意分野をいかして学び
合い、委員同士の交流を行っています。7月25日に「折り紙で簡単に作れ
るおもちゃ」をテーマに交流研修を行いました。

12月1日〜12月1日〜役場開庁時間役場開庁時間
（窓口受付時間）（窓口受付時間）の変更についての変更について

　愛荘町民生委員児童委員協議会には、３つの部会（高齢者福祉部会、児童福祉部会、障がい者福祉部会）
があり、さまざまな活動を行っています。今回は、その活動について一部紹介します。

☎0749
第21号 民児協事務局：愛荘町役場

　　　福祉課

愛荘町民生委員児童委員協議会

障がい者福祉部会　活動報告

児童福祉部会　活動報告

　今回の研修は、民生委員・児童委員の任期最後の研修となり、
他部会、事務局含む18名が参加しました。大津少年鑑別所は法
務省所管の施設で年間延5,400名ほどの収監者があり、家庭裁
判所の処分決定の前にどうして非行を犯したのか等を調査判定
をするために、一時的に収容される施設です。調査官との面接
や心理テスト、学習支援など多様なプログラムに参加します。
また『心の相談室おうみ』としてご家族や関係機関の相談に応
じるなど地域社会における非行防止に関する援助を目的とする
施設です。

　聴導犬は音が聞こえない、聞こえにくい人に生活の中の音を知らせます。令
和7年10月1日現在、聴導犬は、全国に52頭で、滋賀県では4頭が活躍していま

す。ここでは聴導犬が音に反応してご家族
や飼い主に知らせる様子を実演していた
だき、重要な役割について学びました。聴
覚障がいを持つ方自ら
が聴導犬を育てている
のは全国でもこの施設
だけだそうです。

大津少年鑑別所・守山「びわこみみの里」研修（令和7年7月18日）

つくし保育園
「びんてまり作り」お手伝い

 健康推進員さんとは?? 健康推進員さんとは?? パート2

9時〜5時になります

健康とは何かみんなで意見を出し合ったり、食中毒予防で重要とな
る手洗いをチェックしたり、調理実習を通してバランスの良い食事
について考えたり（出汁の美味しさも実感）、他にも睡眠、アルコー
ル、歯と口腔等々たくさんの学びがある講座となりました！今後の
活動が楽しみです‼今後の活動に活かしていきます。

　在宅の要援護高齢者や重度身体障がい者に対して、配食サービスと同
時に安否確認を行うことで、利用者の見守りや食の自立と生活の健全化、
身体的・精神的な負担を軽減します。

　利用できる方　
○ 65歳以上の住民税非課税世帯のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、調理が困難である方
○ 身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者であって、心身の状況や傷病、世帯の状況等の理由によ

り、調理が困難な方や適切な食事の供与が困難と認められる方
 　負担額や助成金　
○助成金額：　利用金額の半額補助
　　　　　　　※助成金額上限：１食300円(税抜き)
○配 食 数：　１日２食以内(昼食・夕食)
　　　　　　　週5日以内　　　　※�土日祝、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く
※�配食サービスを利用するには、申請が必要です。詳しくは福祉課までお問合せください。

問�福祉課　☎0749ー42ー7691

食の自立支援事業食の自立支援事業
についてについて

例： １食600円(税抜き)のサービスを利用した場合
　　　　助 成 金 額：１食300円(税抜き)
　　　　本人支払額：１食300円(税抜き)

▲「大津少年鑑別所」での研修

▲「びわこみみの里」での研修 ▲聴導犬
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